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研究要旨 

＜背景＞摂食障害患者の精神症状および身体症状に対する包括的な治療を行う医療機関と

して総合病院の役割は大きい。しかし、その診療体制は十分整備されておらず、また診療科

間の連携等についての現状も明らかになっていない。 

＜目的＞本分担研究の目的は、総合病院における摂食障害の診療体制や診療状況、診療科間

の診療連携等における現状把握と課題を明らかにすることである。 

＜方法＞一次調査では、総病床数 400 床以上であり精神科または心療内科を有する総合病院

の設置状況について調査した。二次調査では、一次調査で調査対象となった全国の総合病院

の精神科、心療内科、内科、小児科、救急科等の診療科部長を対象とし、摂食障害患者の診

療体制や診療状況、施設内および施設間の診療連携、診療の困難さとそれを軽減する上で改

善すべき問題点等についてアンケート調査を行った。 

＜結果＞一次調査において基準を満たした総合病院数は全国で計 463 施設であった。都道府

県別の比較では、これらの総合病院数やその医療施設に属する精神科病床数において、対人

口で大きな差を認めた。二次調査では、対象となった診療科部長 1895 名のうち 470 名（回

収率 24.8％）より回答を得た。精神科および心療内科において摂食障害診療に積極的と回答

したのは 32.1％であり、自科病床を持つものに限ればその率は 48.1％であった。また、身

体的重症患者について精神科だけで入院対応できるのは病床を有する精神科の内 27.9％で、

他診療科の併診がある場合の 76.5％に比べ低率であった。病床を有する精神科・心療内科が

摂食障害診療を行いやすくために改善すべき課題としては、「対応する人的制約」をあげた

率（53％）が最も多く、次いで「身体管理が難しい」（46.8％）、「緊急時の対応が困難」（39.2％）、

「労力に見合う診療報酬が得られない」（39.2％）であった。 

＜考察＞摂食障害診療において総合病院の精神科・心療内科の役割は大きいが、その設置状

況は都道府県によって大きく異なることから、地域性に応じた診療体制作りが重要と考えら

れた。また、診療科間の連携が進むことで患者の治療受け入れ状況が改善する可能性が示唆

された。さらに医療機関の人的、設備的な不足や診療報酬等の問題についても、今後の摂食

障害診療体制整備において重要な課題であることが示された。 

＜結論＞総合病院の摂食障害診療体制整備には、院内の診療科連携の充実に加え、地域性に

応じて他医療機関とのより円滑で効率的な連携システムの構築が求められる。 



Ａ．研究目的 

 摂食障害患者では、精神症状だけでなく身

体的問題が併存することが多く、その治療で

は精神科や心療内科に加えて、内科、救急科、

小児科などの様々な診療科が関わる必要が生

じることも少なくない。そのため特に精神科

や心療内科を有する総合病院は、重症の摂食

障害患者に対する包括的な治療を期待される

ことが多い。しかし、現時点において摂食障

害に対する総合病院の診療体制は、必ずしも

充実しているとはいえず、診療科間の連携に

おいても課題が多いと考えられる。 

 本分担研究では、精神科あるいは心療内科

を有する総合病院の全国の設置状況について

調査を行った上で、これらの総合病院の精神

科、心療内科、内科、小児科、救急科を対象

としたアンケート調査を実施し、各医療機

関・診療科における摂食障害診療体制や診療

状況、院内診療科間および他医療機関との連

携の現状、診療を困難にさせる要因などにつ

いて調査した。本調査は、総合病院の摂食障

害診療の現状と課題を把握することを目的と

し、今後の診療体制の整備に向けて求められ

る対策について検討を加えた。 

 

Ｂ．研究方法 

（１）一次調査：「全国の総合病院の設置状況

について」 

 平成 26 年度に行った調査では、精神科また

は心療内科、もしくはそれに該当する診療科

（外来・入院のいずれか）を標榜している総

病床数 400 床以上の総合病院を抽出し、全国

47 都道府県における設置状況を調査した。な

お、一都道府県で総病床数 400 床以上の総合

病院数が 5 未満の場合は、総病床数が上位 5

つまでの精神科もしくは心療内科を有する総

合病院も調査対象として抽出した。本調査で

用いた医療機関の情報は、厚生労働省の医療

情 報 ネ ッ ト

（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/

bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/）や

各自治体が作成した独自に作成した医療機関

リスト、各医療機関のホームページから得た

ものである。これをもとに、都道府県ごとで

条件に合致する総合病院数や病床数等につい

て集計を行った。 

（２）二次調査：「総合病院における摂食障害

診療について」 

 平成 27 年以降に実施した本調査では、平成

26 年度の調査で抽出された総合病院の精神科、

心療内科、内科、小児科、救急科（あるいはそ

れに該当する診療科）の診療科部長に対して、

アンケート調査票（別添資料 1）を郵送し、回

答を依頼した。回答記入後に郵送で返送された

アンケート調査票を集計し統計処理を行った。 

 アンケート調査票には、「各診療科における

診療体制（病床数、医師等の配置状況など）」、

「摂食障害患者の受診状況（外来通院患者数、

入院患者数、診療の受け入れ条件など）」、「医

療連携の状況（院内および他医療機関との連

携）」、「摂食障害診療を行う上での困難さ」等

の質問項目を含めた。 

（倫理面への配慮） 

 本研究はヘルシンキ宣言（世界医師会）お

よび疫学研究に関する倫理指針、臨床研究に

関する倫理指針（厚生労働省）を遵守し、大

阪市立大学医学部倫理委員会の承認を得て施

行された。実施者は、本研究の実施にあたっ

て、調査内容等について文書で説明し、自由

意志で提出を依頼した。本研究で知り得た回

答施設が特定できるような情報は、厳重な管

理下で保管され研究者以外には知らさない配

慮を行った。 

 



Ｃ．研究結果 

（１）一次調査の結果 

 総病床数 400 床以上の精神科または心療内

科を有する総合病院等の全国の配置状況を

（別添資料２）に示した。上記基準を満たし

た総合病院の各都道府県における施設数では、

東京都が最多の 54 施設、鳥取県、佐賀県、鹿

児島県が最小の2施設と地域差が大きかった。

また、基準を満たした総合病院に属する精神

科病床数の対人口比較においても、都道府県

で大きな差を認めた。 

（２）二次調査の結果 

 一次調査で抽出された全国の総合病院 463

施設における精神科 420、心療内科 66、精神

科または心療内科に該当する診療科 32、（以

降あわせてメンタルヘルス科とする 計518）、

内科系診療科（内科）463、救急科 463、小児

科 451 の診療科部長計 1895 名を対象にアン

ケート調査を行い、計 470 名（回収率 24.8%）

より回答を得た。 

a) 回答者の内訳： 

 回答を得た 470 名の所属診療科の内訳は、

精神科 112 名、心療内科 14 名、精神科または

心療内科に該当する科 5 名、（メンタルヘルス

科 計 131 名）、内科 77 名、小児科 168 名、

救急科 87 名、その他・不明 7 名であった。精

神科、心療内科、（メンタルヘルス科）、内科、

小児科、救急科のそれぞれの回収率は、26.7％、

21.2％、（25.3％）、16.6％、37.3％、18.8％で

あった。 

b) 摂食障害診療への積極性について： 

 メンタルヘルス科において、摂食障害診療

への取り組みについて「積極的」または「ど

ちらかというと積極的」と回答した積極群は

計 32.1%（それぞれ 14.5%,17.6%）にとどま

り、42.8％は消極群（「どちらかというと消極

的」17.6%、「消極的」19.1％、「原則的にみな

い」6.1%）であることが示された。また、自

科病床を有するメンタルヘルス科に限れば、

48.1％が積極群、25.3％が消極群であり、自

科病床を有するか否かで摂食障害診療への積

極性に差を認めた。 

c) 精神科における身体的重症患者の入院治

療について： 

 病床を有する精神科（68 名）の中で、身体

診療科の併診がなくても精神科だけで入院治

療が行えると回答したのは 27.9％（19 名）

で、63.2％（43 名）は不可と回答した。また、

摂食障害診療の積極群である病床を有する精

神科（34 名）に限っても 38.2％（13 名）は

入院治療不可と回答し、摂食障害診療に積極

的に取り組む精神科においてでさえも、身体

的重症患者の入院治療は困難な場合が少なく

ないことが示された。 

d) 病床を持つ心療内科における精神症状へ

の治療対応について： 

 病床を有する心療内科において、精神症状

が重症な患者の入院治療を、精神科の併診が

なくとも出来るとしたのは9施設中4施設で、

他の5 施設では精神的重症患者は外来診療で

も対応できないと回答した。一方で、精神症

状が軽症であれば、8 施設が入院治療可能と

回答し、精神症状が著しくなければ入院治療

ができる心療内科が多い傾向にあった。 

e) 緊急的入院について： 

 病床を有するメンタルヘルス科においては、

たとえ身体診療科の併診があっても 31.7％が

緊急的入院は不可と回答した。また、精神科

や心療内科の併診がなくても緊急的入院治療

が可能と回答した内科は 40.3%であった。同

条件での緊急入院について、救急科では

57.5％が可能であったが、裏を返せば、メン

タルヘルス科の併診がなければ 29.9%が入院

不可と回答しており、身体的問題での緊急的



な治療には、メンタルヘルス科の診療協力が

不可欠といえる。 

f) 総合病院における院内他科との診療連携

について： 

 入院した摂食障害患者の他診療科との診療

連携について、メンタルヘルス科では、「いつ

も」、「ほとんどいつも」、「しばしば」してい

ると回答したのが 70.9％であったことに対し

て、内科で 55.6％、小児科で 56.0%、救急科

で 65.1％であった。また、「ほとんどしていな

い」あるいは「全くしていない」と回答した

割合は、メンタルヘルス科の 12.7%に対して、

内科 33.8％、小児科 41.1％、救急科 27.6％で

あり比較的高率であった。 

g) 摂食障害診療を「困難にさせている要因」

／「しやすくなるための課題」ついて： 

○メンタルヘルス科の回答 

 困難さへの影響が「いつも」あるいは「し

ばしば」と回答した割合が大きかったのは、

順に「対応する人的制約がある」（75.6%）、「貴

診療科だけで治療が難しい」（74.4％）、「身体

管理が難しい」（73.3％）、「緊急時の対応が困

難」（69.5％）、「専門的な知識を要し、治療が

難しい」（69.7％）、「労力に見合う診療報酬が

得られない」（64.9％）であった。 

 また、摂食障害診療の積極群であったメン

タルヘルス科でも「身体管理が難しい」で

69.1％、「労力に見合う報酬が得られない」で

78.5％にのぼった。消極群では、「人的制約」

が 91.2%と高率であった。 

 摂食障害診療をしやすくするための課題に

「対応する人的制約がある」をあげた割合は

常勤医の人数が少ないほど顕著に高率であっ

た。一方で、常勤医が 10 名以上と比較的多い

メンタルヘルス科においても 74.1％が、上位

に人的制約を課題に挙げた。 

○内科の回答 

 困難さへの影響は、「貴診療科だけで難しい」

が 79.2％、「治療目標を設定するのが困難」が

77.9％、「専門的な知識」が 76.6％、「本人の

治療拒否があり対応に困る」が 68.8％と高率

であった。 

○小児科の回答 

 困難さへの影響は、「貴診療科だけで難しい」

が 81.6％、「専門的な知識」が 78.0％、「対応

する人的制約がある」が 75.0％であった。 

○救急科の回答 

 困難さへの影響は、「貴診療科だけで難しい」

が 70.1％、「専門的な知識」および「本人の治

療拒否」が 56.3％と同率であった。 

h) 摂食障害治療をよりしやすくするために

必要なことについて（主な意見を一部抜粋・

集約） 

・患者が一つの医療機関に集中しないよう、

県内に複数の診療を行う医療機関が必要。ま

た別の意見では、治療センターに治療を集約

する。 

・医師、精神保健福祉士、心理士などで摂食

障害診療になれた医療従事者の不足を改善。 

・重症度や治療段階などで治療担当の医療機

関を振り分ける連携システム。 

・他医療機関との連携支援を行う機関。 

・対応が困難な事例への救急科や内科でのバ

ックアップが確保されると良い。 

・精神科医に身体・栄養管理の知識が必要。

治療に協力的に関わる精神科医が少ない。 

・専門医取得・更新要件（精神保健指定医の

取得要件）に摂食障害診療実績を加える。 

・精神的・身体的重症患者の入院診療報酬の

引き上げ。 

・標準化された治療ガイドラインの整備。 

・家族（世間）に対する啓発活動。 

 

 



Ｄ．考察 

 本研究の調査対象となった総病床数 400 床

以上で精神科または心療内科を有する総合病

院の都道府県ごとの数は、人口密集地である

大都市圏に多かった。一部の都道府県では総

合病院が少なく、特に心身の治療を要する重

症摂食障害の治療では、これらの一部の医療

機関だけが集中的に対応している現状が推察

される。 

 一方で、総合病院に属する精神科病床数の

対人口数においては、必ずしも大都市圏に多

いとは限らなかった。大都市圏の総合病院に

は摂食障害以外の入院患者数も集中すること

が考えられ、精神科・心療内科の病床数が少

ない総合病院では、摂食障害患者の入院が慢

性的に困難になっていると考えられる。ただ

し、本調査の対象となった医療機関には、身

体診療科を有しており総合病院とみなされる

ものの精神科病床が総病床数の半分以上を占

めるいわゆる「精神科病院」が含まれている

可能性があり、身体治療を要する摂食障害患

者の治療が行える精神科病床の数を把握する

には、さらに詳細な調査が必要となる。 

 摂食障害診療を行う総合病院の設置状況は、

それぞれの都道府県の人口分布や交通事情等

の特徴のほか、周辺地域の医療体制などにも

影響を受けていると考えられ、摂食障害診療

体制の整備には地域性を考慮に入れることが

重要と考えられる。 

 二次調査の対象となったメンタルヘルス科

の約 1/3、自科病床をもつメンタルヘルス科に

限ると約半数が摂食障害診療に積極的であっ

た。総合病院のメンタルヘルス科は、摂食障

害患者の心身の両面を同時に治療することを

しばしば期待されるが、現状においてその役

割を積極的に担う医療機関は半数を超えない

ようである。 

 総合病院の精神科では、身体的重症患者の

身体管理が難しいこともあり、自科だけで入

院治療可能と回答した精神科は 3 割に満たな

かった。しかし、身体診療科の併診で約 8 割

弱の自科病床を持つ精神科が入院治療可能と

回答していることに加え、内科の約 6 割、小

児科の約 5 割がメンタルヘルス科の併診で入

院可能と回答しており、診療科間の院内診療

連携が十分に機能すれば、身体的重症の摂食

障害患者の多くは総合病院で治療ができると

期待できる。 

 精神症状が重症な摂食障害患者の入院治療

では、行動制限や強制的治療の必要性のため

心療内科や内科、救急科での入院治療に一定

の制限が生じうる。このため精神症状が軽度

であることが入院条件となる身体診療科が多

いようだが、一部の心療内科では精神症状の

重症度によらず積極的な入院が検討されてお

り、診療経験の多少が精神症状を伴う患者の

入院条件に影響している可能性がある。 

 摂食障害の緊急的入院が可能なメンタルヘ

ルス科は約 3 割と少ない。また、メンタルヘ

ルス科の併診がなければ、内科で約 6 割、救

急科でさえ約 3 割が入院受け入れ困難な状況

であった。このことから緊急的入院は、一部

の緊急対応可能なメンタルヘルス科を除けば、

メンタルヘルス科併診のもとで内科や救急科

で行うのがより現実的であると考えられた。 

 総合病院のメンタルヘルス科における摂食

障害診療上の課題では、第一に治療に関わる

医療従事者の人手不足があげられている。こ

の人手不足は、摂食障害診療に積極的と回答

したメンタルヘルス科でも同様であり、摂食

障害診療に積極的に取り組んだ結果、患者が

集中した総合病院では治療者の疲弊が懸念さ

れる。また、緊急対応の困難さや診療報酬上

の問題なども摂食障害診療を促進するために



改善すべき課題として多くあげられている。

総合病院のメンタルヘルス科は摂食障害以外

の疾患への対応も広く求められ、人的・設備

的な資源不足を慢性的に抱えている医療機関

も少なくないと推察される。診療の困難を軽

減のため、摂食障害診療に関わる医師数の増

加や他診療科との診療連携の活性化が求めら

れ、それを実現するための診療報酬面での改

善などが期待される。 

 一方、内科や小児科、救急科では、摂食障

害診療に必要な専門的知識が重要な課題とし

てあげられ、摂食障害に特有に認められる身

体症状に対する治療法や精神症状や行動異常

への対処法について、身体診療科の理解を深

める取り組みが求められる。さらに、摂食障

害患者が治療を拒否した際の対応が困難なこ

とが多いため、メンタルヘルス科が身体診療

科での治療により積極的に関与するよう診療

連携を強化することが必要である。 

 

Ｅ．結論 

 総合病院における摂食障害診療体制の充実

のためには、入院治療ではメンタルヘルス科

と身体診療科がそれぞれの専門性を生かした

治療を行うとともに、円滑に連携する院内の

診療体制を構築することが重要となる。また、

総合病院内の診療連携にとどまらず、他医療

機関との連携についても各都道府県の地域性

を踏まえて体制整備を進め、摂食障害患者に

入院治療の必要性が生じた際には、特定の総

合病院に患者が集中しないように、病状や経

過、重症度等に応じて効率的に適切な医療機

関に振り分けるなど、地域の医療連携システ

ムを構築することも検討されるべきである。 

 また、より多くの精神科医や心療内科医が

摂食障害診療に積極的に関わることを後押し

する制度や、身体診療科の医師も含めて摂食

障害治療についての知識を得る機会の増加、

入院可能な総合病院および病床数の増加など

を含めた環境整備とそれを勧めるための診療

報酬等の拡充などが対策として望まれる。 

 

Ｆ．研究発表 

1. 論文発表 なし 

2. 学会発表 なし 

 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

1. 特許取得 なし 

2. 実用新案登録 なし 

3. その他 なし 
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